
第１章 検討の背景と目的



１．１ 検討の背景と目的

長期優良住宅の認定基準のうち、木造建築物に使用する材料・部材の品質のうち、軸

組構法用木材については建築基準法における精神規定と同様として扱われている。一方、

基礎コンクリートや金属部材等については、鉄筋コンクリート造や鉄骨造に対して要求

されている長期優良住宅の基準が木造建築物の場合には、要求されていないのが現状で

あり、技術的な不整合が関係者から指摘されている。

その他、木ねじの品質等材料・部材の品質基準として、多少なりとも問題があると認

識されながらも強制法規上の規制強化の難しさから技術的な検討が見送られてきた課

題については、上乗せ基準である長期優良住宅の基準として要求することが可能である

ことから、技術的検討の有用性がある。

一方、構造関係の基準として、安全限界変形の制限値が３／４に制限されているが、

長期優良住宅の優位性として耐震性の向上は見込めるものの、その損傷修復容易性とい

う観点からは技術的な検証がなされていない。

木造住宅を長期の使用に供するための基本となる木材や木質材料、接合具、基礎に必

要とされる品質や耐久性に関する要件は必ずしも明確でない。特に現代型の木造住宅に

汎用される金物等については、現行の品質規準は民間に委ねられており、これを満たし

たとしても長期優良住宅を想定する年限の耐久性が確保されない可能性があることは

広く知られている。また、木造住宅の基礎については、鉄筋コンクリート造に対する要

求性能水準とは異なることが知られており、この水準の規制は事実上効力を発揮してい

ないが、長期優良住宅の基礎の要求される品質は、鉄筋コンクリート造の長期優良住宅

への要求水準と部分的には同等としなければならない可能性がある。

長期優良住宅の正しい理解と普及を推進するためには、これらについて技術的な資料

を収集し、現行の基準の妥当性を証明するとともに、必要に応じて改善点、修正点の根

拠となる知見を蓄積していく必要がある。

１．２ 検討の方針

長期優良住宅の技術的根拠を明確にする。その上で、必要な実験、調査、解析を行う。

最終的には長期優良住宅の認定基準に対する適否が容易に判断できるよう、仕様書的規

定に書き下すこと、もしくは書き下すことができるような技術的知見としてとりまとめ

ることに重点をおく。

また、技術的根拠を明確にする過程で、長期優良住宅以外の建築物に対して、最低基

準的に適用すべき技術的要件が見つかるようであれば、これについても別途整理するが、

これをもって成果とはせず、次世代における最低基準として整理しておく。



１．３ 実施内容

１． 木造軸組構法による長期優良住宅の躯体に必要な品質、性能に関する検討

２． 枠組壁工法による長期優良住宅の躯体に必要な品質、性能に関する検討

３． 木ねじの品質に関する検討と木ねじの標準化の可能性に関する検討

４． 接合金物の品質に関する検討

５． 合板の品質と耐力壁の性能に関する検討

６． 無等級材の基準強度

７． 戸建て住宅基礎の品質に関する検討

１．４ 実施体制

学識者、研究者等の木造建築物の構造専門家委員や業界団体の代表者を中心とした検

証委員会を設置し、調査検討内容を検討する。（体制は次ページ）

検証委員会の下に分科会を設け、検証委員会の定めた調査検討計画（方針）に基づき、

資料収集、調査、実験等を行う。本材料分科会の委員名簿を次々ページに記す。
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木造長期優良住宅の総合的検証委員会 材料分科会

（委員名簿）

主 査 河合 直人 （独）建築研究所構造研究グループ 上席研究員

委 員 稲山 正弘 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

長尾 博文 (独）森林総合研究所構造利用研究領域材料研究室長

中島 史郎 （独）建築研究所建築生産研究グループ 上席研究員

青木 謙治 (独）森林総合研究所構造利用研究領域 主任研究員

井道 裕史 (独）森林総合研究所構造利用研究領域 研究員

中川 貴文 （独）建築研究所材料研究グループ 主任研究員

デビッド・バレット ブリティッシュ・コロンビア大学 教授

（代理：麓 英彦＝カナダ林産業審議会 日本副代表技術担当）

逢坂 達男 (社）日本木造住宅産業協会

坂部 芳平 （社）日本ツーバイフォー建築協会

中島 康之 (社) 日本建築士事務所協会連合会

山辺 豊彦 （社) 日本建築構造技術者協会

協力委員 槌本 敬大 国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター

評価システム研究室長

行 政 田尻 清太郎 国土交通省住宅局建築指導課構造係長

事 務 局 櫻井 郁子 （株）日本システム設計 取締役総務部長

永田 顕聖 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 事務局長

平岡 昇 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 研究主幹

沖本 千枝 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 技術主任

早坂 恵美 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 技術主任


